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表 31-1 

 

 

 「人権学習理解機会数」と人権意識度との関連を検討するにあたって、3 回以上は数値

が小さいのでまとめることとする。また、無回答は分析から省く。 

 表 31-2 は、人権学習理解機会数と各人権意識度との関連をみたものである。 

 表 31-2 から以下のような解釈ができる。 

 

① 表 31-2 の下部に表示している学習効果の有意差判定の結果より、人権学習理解数が

増えるほど人権意識が高くなっているものと、人権意識にさほどの変化がみられない

ものがあることがわかる。人権学習理解度が増えるほど人権意識度が高くなっている

のは、「差別理解度」、「差別非許容度」、「親戚説得度」、「寝た子を起こす度」、「部落

忌避反対度」、「DV 理解度」、「多様な性受容度」である。 

② 「人権理解度」と「犯罪被害者尊重度」は、人権学習理解の有無にかかわらず、総じ

て市民の人権意識が高いことから、人権学習理解の影響が見られないと解される。 

③  各尺度の中間点は 2.5 であるが、市民の人権意識度が高いと評価できる目安として

は、少なくとも平均値 3.0 をめざす必要があると言えるだろう。そうであれば、平均

値が 3.0 より低い「差別理解度」、「差別非許容度」、「寝た子を起こす度」、「部落忌避

反対度」、「男性優位否定度」、「DV 理解度」の数値を高めることが人権施策としての

喫緊の課題と言える。これらの中で、「差別理解度」、「差別非許容度」、「寝た子を起

こす度」、「部落忌避反対度」、「DV 理解度」については、人権学習理解数が増加すれ

ば点数が高くなっており、今以上の人権学習の受講が期待される。 

④ 「男性優位否定度」、「DV 理解度」については、人権学習理解数と関連が見られず、

「男性優位否定度」、「DV 理解度」を高めることが期待できるような人権学習や人権

啓発のさらなる工夫が期待される。 

なお、人権学習理解数を捉えるための今回の質問項目では、どのような人権課題につい

て学習したのかという学習内容を問うていないことから、人権学習理解数と人権意識度と

の関連が見られない場合に、その要因を特定することはできない。ある人権課題について

の人権学習を経験したが、内容を理解できなかったために意識変革につながらなかったの

か、あるいは、人権意識度に関連する人権課題についての学習を受ける機会がなかったこ

とによるのかという点については、分析できないからである。 
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表 31-2 

 

 次に人権啓発と人権意識度との関連を検討する。 

 三田市では、毎月、「人権さんだ」が全戸配布されている。 
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 そこで、「人権さんだ」を読むことと人権意識度との関連をみることにする。 

 「人権さんだ」について読んでいるかどうかを問う設問で、「1 よく読んでいる」「2 

ときどき読んでいる」「3 あまり読んでいない」「4 『人権さんだ』そのものを知らな

い」の 4 択で回答を求めている。 

 「人権さんだ」をよく読んでいるほど人権意識が高くなるものと考え、「よく読んでい

る」4，「ときどき読んでいる」3，「あまり読んでいない」2，「『人権さんだ』そのものを

知らない」1 と点数化する。 

 表 32 は、「人権さんだ」と各人権意識度との相関係数を求めたものである。 

 

表 32 

 

  

 表 32 より、「人権さんだ」を読む頻度の高さと人権意識の高さと関連が見られるの

は、「差別非許容度」、「障害者包摂度」、「子ども尊重度」、「高齢者包摂度」、そして、「犯

罪被害者尊重度」である。 

 「親戚説得度」、「外国籍尊重度」、「男女参画支持度」、「DV 理解度」、「多様な性受容

度」については、「人権さんだ」を読む頻度が高いほど、人権意識度が低いという結果に

なっている。この結果についてどのように解釈すればよいだろうか。この点について、 

表 33 に示しているように、年齢が下がるほど「人権さんだ」を読んでいなかったり、

「人権さんだ」そのものを知らなかったりする傾向にあるが、「親戚説得度」、「外国籍尊

重度」、「男女参画支持度」、「DV 理解度」、「多様な性受容度」については、表 26 でわか

るとおり、年齢の低い人びとほど人権意識度が高いことから、表 32 のような疑似相関の

結果になったものと考えられる。 
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表 33 

  

  

 

6 人権意識の構造 

 ここまで、さまざまな人権意識について、測定尺度を構成し、関連する諸要因について

検討してきたが、最後に、作成した人権意識度が相互にどのような関連にあるのかを検討

したい。その作業は、「人権意識」なるものの構造を明らかにすることにもつながる。 

 そこで、作成した 18 の人権意識度を用いて、2 種の人権意識ごとに偏相関係数を求め

る手法を行う。偏相関係数とは、18 の人権意識度の中で 2 種ずつの人権意識度の関連を

見るうえで、他の 16 種の人権意識の影響を排して捉えられる相関係数である。 

 図 1 は、すべての偏相関係数を求めて、それらをまとめたものである。 

 図 1 より次のような解釈ができる。 

 

① 人権尊重について正確な知識を持つことを意味する「人権尊重理解意識」は、「寝た

子を起こす意識」、「外国籍包摂意識」、「子ども尊重意識」、「男女参画支持意識」、「多

様な性受容意識」、「DV 理解意識」と関連する。 

② 差別される人びとの思いを理解する「差別理解意識」は、「寝た子を起こす意識」、

「部落忌避反対意識」、「子ども尊重意識」、「子ども理解意識」、「DV 理解意識」と関

連する。 

③ 「差別非許容意識」は、「寝た子を起こす意識」、「子ども理解意識」、「DV 理解意

識」、「障害者包摂意識」、「高齢者包摂意識」と関連する。 

④ 18 種の人権意識の中で、相互に関連性の強い人権意識と、有意な関連の見られない人

権意識がある。「部落忌避反対意識」、「外国籍包摂意識」、「男性優位否定意識」の間

に強い関連が認められる。この結果は、部落忌避意識の強い人は外国籍の人を排除す

る意識も強く、また、男性優位意識も強い傾向にあると解される。 
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図 1 


